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学 院 細  
 

(  ) 

第１条 ここに定 る細 は、学 第35条の規定に 、学 に定 るものの他、学生

に 項について定 る。 

 

( 学期間) 

第２条 学院の 学期間は、学 第３条の規定により学科 に 年限の２ の期間 す

る。ただし、同 学年２年を て 学するこ はで い。 

 

( の 等) 

第３条 学 第16条第３項の規定に 、 の 定を受けよう する者は、 定の期

日 でに、 定 書(別記様式)に成 証明書 は 証明書を

て、学院 に し けれ い。 

２ の 定は、当該 当 の意見を 、 で行う。 

 

(入学 ) 

第 条 学 第19条に定 る入学 は、次の 号により する。  

(1) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 科 及び  

を する。 

(2) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 を する。  

(3) 入学 は 定の出 を たした者に対し、 を  

する。 

(4) 特別 入学 は 定の出 を たした者に対し、  及

び を する。 

２  入学 の合 の 定は、 結 及び出 書類を し、 の  

を て学院 が行う。  

 

( 入による入学) 

第 条 学 第21条により 入学を する者については、別記様式による 入学 に、

籍する学校もしくは 成 の 学証明書、成 証明書、その他 書類

を して学院 に い出 けれ い。 

２ 入学 の は、学 第18条の規定を 用する。 

３ 入学 に関しては 科 及び を行う。 

 入学 は、学 第20条の規定を 用する。 

 入学した者に対する の 定については、 書類等を の上、

の を て学院 が行う。 

 

( 入による入学) 

第 条 学 第22条により 入学を する者については、別記様式による 入学 に、
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籍した学校もしくは 成 の成 証明書、その他 書類を して学院

に い出 けれ い。 

２ 入学 の は、学 第18条の規定を 用する。 

３ 入学 に関しては 科 及び を行う。 

 入学 は、学 第20条の規定を 用する。 

 入学した者に対する の 定については、 書類等を の上、

の を て学院 が行う。 

 

(  科) 

第 条 学 第23条の規定により 科を する者については、別記様式により、学院

に い出 けれ い。 

 

( ) 

第 条 学 第14条第 項の規定により、原 して１ を する。 

この 合、原 して 機関もしくはこれに る機関の 行する証明書を

して、学院 に を 出し、 を受け けれ い。 

２ の は、学 第14条第１項の規定による。 

３ の受 を する者は 日の 日 でに して3,000

を 入し けれ い。 

 

( ) 

第 条 学 第14条第１項の規定により、合 で た者に対して、原 して１ 、

を する。  

２ の は、学 第14条第１項の規定によるが、原 して60 上の

も60 して する。 

３ の受 を する者は、 日の 日 でに して、3,000

を 入し けれ い。 

 を い で、 を受けるこ がで た 合は、原 し

て 機関もしくはこれに る機関の 行する証明書を して、学院

に に う を 出し、 を受け けれ い。 

 

( の取り扱い) 

第10条 には学生証を するもの する。 

２ の入 は、 30 で し、それ の入 を い。 た、

については、 30 の を る。 

３ 行 を 見された者の は次の おり する。 

(1) 当該 科 の成 の 及び当該学年の成 の を行 い。したが  

て 年 る。 

(2) 停学 上の に する。 
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( ) 

第11条 は、学年平 成 が60 上であるこ する。ただし、学年平 成

が60 上あり が １科 上の 科 で60 に し た学生の に

ついては、学科 に別に定 る に の ・指 上の 等を して

がこれを 定する。 

２ 項により を 定した者で合 に し い 科 が されている 合に

は、次年次 において当該 科 の における ・指 ・ 等に

より合 を たさ けれ い。 

３ にあた ては、当該年 の学 を 入しているこ する。 

 

( ) 

第12条 にあた ては、当該年 の学 を 入しているこ する。 

 

( 年者・ 学者の の取り扱い) 

第13条 年 定された者・ 学者の の取り扱いは、次の おり する。 

(1) １年次については、 に限 て合 に した 科 の 定の を

し、 を る。 

(2) その他の年次については、当該年次における全ての 科 について を

するもの し、合 に した 科 についてもその を し い。 

２ 項の規定に 、学 第16条により 定された については、

これを除 する。 

 

(中 学者の の取り扱い) 

第14条 学者の については、原 して した年次に した科 についての

定の を る。 

 

(出席・ 席・ ・ ) 

第15条 の出席・ 席は原 して、 の で るもの する。 

２ ・ ・ 席の 定は、 下の おり する。 

(1) 、30 に に した 合は、 する。 

(2) 、30 に を 出した は、 する。 

(3) ・ い れの 合も30 を た は、 に しても 席 する。 

３ ・ は３ をも て 席１ す。 

 

(学生証) 

第16条 学生は、入学 及び年 に学院 学生証の を受け、 に し けれ

い。 

２ 学生証の様式は別に定 る。 

３ 学生証は、 、 学により学籍を れた は、 に し けれ

い。 
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籍した学校もしくは 成 の成 証明書、その他 書類を して学院

に い出 けれ い。 

２ 入学 の は、学 第18条の規定を 用する。 

３ 入学 に関しては 科 及び を行う。 

 入学 は、学 第20条の規定を 用する。 

 入学した者に対する の 定については、 書類等を の上、

の を て学院 が行う。 

 

(  科) 

第 条 学 第23条の規定により 科を する者については、別記様式により、学院

に い出 けれ い。 

 

( ) 

第 条 学 第14条第 項の規定により、原 して１ を する。 

この 合、原 して 機関もしくはこれに る機関の 行する証明書を

して、学院 に を 出し、 を受け けれ い。 

２ の は、学 第14条第１項の規定による。 

３ の受 を する者は 日の 日 でに して3,000

を 入し けれ い。 

 

( ) 

第 条 学 第14条第１項の規定により、合 で た者に対して、原 して１ 、

を する。  

２ の は、学 第14条第１項の規定によるが、原 して60 上の

も60 して する。 

３ の受 を する者は、 日の 日 でに して、3,000

を 入し けれ い。 

 を い で、 を受けるこ がで た 合は、原 し

て 機関もしくはこれに る機関の 行する証明書を して、学院

に に う を 出し、 を受け けれ い。 

 

( の取り扱い) 

第10条 には学生証を するもの する。 

２ の入 は、 30 で し、それ の入 を い。 た、

については、 30 の を る。 

３ 行 を 見された者の は次の おり する。 

(1) 当該 科 の成 の 及び当該学年の成 の を行 い。したが  

て 年 る。 

(2) 停学 上の に する。 
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( ) 

第11条 は、学年平 成 が60 上であるこ する。ただし、学年平 成

が60 上あり が １科 上の 科 で60 に し た学生の に

ついては、学科 に別に定 る に の ・指 上の 等を して

がこれを 定する。 

２ 項により を 定した者で合 に し い 科 が されている 合に

は、次年次 において当該 科 の における ・指 ・ 等に

より合 を たさ けれ い。 

３ にあた ては、当該年 の学 を 入しているこ する。 

 

( ) 

第12条 にあた ては、当該年 の学 を 入しているこ する。 

 

( 年者・ 学者の の取り扱い) 

第13条 年 定された者・ 学者の の取り扱いは、次の おり する。 

(1) １年次については、 に限 て合 に した 科 の 定の を

し、 を る。 

(2) その他の年次については、当該年次における全ての 科 について を

するもの し、合 に した 科 についてもその を し い。 

２ 項の規定に 、学 第16条により 定された については、

これを除 する。 

 

(中 学者の の取り扱い) 

第14条 学者の については、原 して した年次に した科 についての

定の を る。 

 

(出席・ 席・ ・ ) 

第15条 の出席・ 席は原 して、 の で るもの する。 

２ ・ ・ 席の 定は、 下の おり する。 

(1) 、30 に に した 合は、 する。 

(2) 、30 に を 出した は、 する。 

(3) ・ い れの 合も30 を た は、 に しても 席 する。 

３ ・ は３ をも て 席１ す。 

 

(学生証) 

第16条 学生は、入学 及び年 に学院 学生証の を受け、 に し けれ

い。 

２ 学生証の様式は別に定 る。 

３ 学生証は、 、 学により学籍を れた は、 に し けれ

い。 

- 3  - 

p05-35.indd   23 2022/03/24   17:33:48



― 24 ―

・ に る 、 等 に じて する 合があるので、定 れた

期日 でに 入するこ 。

保証 、保証 等に があ た 合は、その に

の で を 席する 合、「 席 」（様式 ）により、原 して 日 で

に け出るこ 。当日 を 席をする は、 でに 、その他 の

法により し、その に け出るこ 。

席の が下記に該当する 合は、 （ 席扱い し い） する。

感染症罹患による出席停止

（期間が る証明 「証明書 感染症 」を するこ ）

感染症 いの症 による出席停止 者 その い等を

等による登校

機関の ・ （ 証明書 を するこ ）

（ を するこ ）

（ 日 が る証明等を するこ ）

学校体 大

※「 席 」（様式 ）の該当する項 に、学科 師の 印をも い 出するこ 。

上記 の で を い出る 合は、「 」（様式 ）に「 席 」（様式

）を て、学院 に い出るこ 。

の 合、 （ 席扱い し い）の は次の おりである。

〇 １ 等の血 （ ・ ・ 者・ ）・・・ 日

〇 ２ 等の血 （ ・ ）・・・・３日

〇 その他（おじ・お ・ ・ ）・・・・・・１日

※「 席 」（様式 、様式 ）、「 」（様式 ）

「 （感染症用）」（様式 ）、「証明書（感染症）」（様式 ）

の用 は学 にあり す。 出 法は、学 でお ください。

 学生証を は した は、別記様式により、学院 に 出た上、 に

を受け けれ い。 

 

(健 診 ) 

第17条 学生は、学院が 年定期に する健 診 を受け けれ い。 

 

(健 管 上の ) 

第18条 条の健 診 の 、学校保健安全法（ 和33年法律第56号）その他の法令に

、学院の指 する予防 種 は 種の 等を受け けれ い。 

２ 学院 は、学生の健 管 の に じ、 生 に 当 者及び学 の

が 定される者に対して 療を じ は出席を停止さ るこ がで る。 

 

(  体) 

第19条 学生が 体を結成しよう する には、別記様式により、学生 体 を学

院 に 出て を受け けれ い。 

 

( ・ ・ の 用) 

第20条 学生が 等のた 、学院の ・ は を 用する 合は、あ

じ 別記様式により い出て、学院 の を受け けれ い。 

 

( ・印 の ) 

第21条 学生が学院 において、ビラ、 スター、パンフレットの 、もしくは を

しよう する は、あ じ 別記様式により学院 の を受け けれ

い。 

２ の は、指定された を 用しては い。 

 

(成 の表記) 

第22条 学 第14条の規定により、成 の は下記の おり する。 

(1) 80  ～ 100      

    (2) 70  ～  80    

    (3) 60  ～  70    

    (4) 60         

 

(  ) 

第23条 この学院細 に定 の い 項については、学院 がこれを定 る。 
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